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十
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四

日

受
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（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七

号 
   

衆
議
院
議
員
武
部
文
君
提
出
鳥
取
県
米
子
市
宗
像
字
下
サ
イ
手
地
先
一
級
河
川
日
野
川
水
系
法
勝
寺
川
廃
川
敷

の
処
理
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
二
第
七
号 

昭
和
五
十
二
年
十
一
月
四
日 

衆

議

院

議

長 
保 

利 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
武
部
文
君
提
出
鳥
取
県
米
子
市
宗
像
字
下
サ
イ
手
地
先
一
級
河
川
日
野
川
水
系
法
勝 

寺
川
廃
川
敷
の
処
理
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

法
勝
寺
川
河
川
敷
地
の
一
部
（
法
勝
寺
川
の
日
野
川
へ
の
合
流
点
か
ら
上
流
左
岸
約
〇
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル 

 

付
近
の
土
地
。
以
下
「
本
件
土
地
」
と
い
う
。
）
は
、
民
間
業
者
に
よ
り
住
宅
地
と
し
て
開
発
さ
れ
、
売
却
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
現
地
に
つ
い
て
境
界
の
確
認
及
び
実
地
測
量
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
う
ち
河 

 

川
区
域
と
し
て
必
要
な
土
地
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
廃
川
敷
地
の
公
示
を 

 

行
つ
て
い
る
。
本
件
公
示
に
係
る
土
地
（
以
下
「
旧
河
川
敷
地
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
二
十
八
日

国
有
財
産
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
建
設
省
か
ら
大
蔵
省
に
引
き
継
が
れ
、
同
日
同
法
第
二
十
八
条 

 

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
取
県
に
譲
与
さ
れ
て
い
る
。 



三
に
つ
い
て 

(ロ) 

本
件
土
地
の
実
地
測
量
面
積
は
、
四
千
三
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
河
川
区
域
と
し
て 

必
要
な
土
地
千
六
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
除
い
た
旧
河
川
敷
地
の
面
積
は
、
二
千
九
百
七
十
四
平
方
メ
ー
ト 

ル
で
あ
る
。 

(イ) 

旧
河
川
敷
地
の
払
下
げ
価
格
は
、
五
百
十
一
万
六
千
円
で
あ
り
、
そ
の
算
定
は
、
国
土
利
用
計
画
法
施
行 

令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
判
定
し
た
基
準
地
の
標
準
価
格
、
近
隣
に
お
け
る
売
買
実
例
、
埋
立
て
・ 

造
成
に
要
し
た
費
用
等
を
勘
案
し
て
行
つ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。 

鳥
取
県
で
は
、
旧
河
川
敷
地
の
権
利
関
係
の
是
正
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
旧
河
川
敷
地
を
民
間
業
者 

 

に
払
い
下
げ
、
当
該
業
者
か
ら
個
人
に
所
有
権
が
移
転
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

な
お
、
登
記
に
つ
い
て
も
右
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
適
合
す
る
よ
う
に
是
正
さ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
法
勝
寺
川
左
岸
に
係
る
国
有
地
と
民
有
地
と
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
本
件
土
地
を
含
め
日
野
川
へ 

四 

 



 

五 

の
合
流
点
か
ら
上
流
約
三
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
区
間
に
つ
い
て
確
認
済
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

御
質
問
に
係
る
道
路
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
、
市
道
と
し
て
の
路
線
の
認
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て 

 

い
る
。 

な
お
、
河
川
管
理
上
必
要
な
管
理
に
つ
い
て
は
、
河
川
管
理
者
で
あ
る
建
設
大
臣
に
お
い
て
行
つ
て
い
る
と 

 

こ
ろ
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




